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事 業 報 告 

 

平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第81期について、当社グループ

の事業の概況をご報告申し上げます。 

 

Ⅰ 企業集団の現況に関する事項 

 1. 事業の経過及び成果 

わが国の経済は、国内では東日本大震災からの復興という大きな課題に取り

組む傍ら、欧州ソブリンリスクに端を発した急激な円高の進行や世界経済見通

しの後退等、マクロ経済環境への対応も迫られており、先行きの不透明感が払

しょくできない状況が続いておりました。このような中で、平成24年12月に第

２次安倍内閣が誕生し、アベノミクスによる円高是正、デフレ脱却に対する期

待感が高まりつつあります。 

医薬品業界におきましては、政府による社会保障財政支出抑制への取り組み

の一環として、ジェネリック医薬品の更なる使用促進に向けた環境整備が進め

られました。 

このような環境下で、当社グループは、｢信頼できるジェネリック医薬品」の

普及に貢献するべく、新薬メーカーとして培ってきた「安心と安全」をベース

として、ジェネリック医薬品の高品質維持と、生産性及び効率性の向上への取

り組みを、より一層推し進めてまいりました。 

 

【医薬品事業】 

 1）医療用医薬品 

当社グループは、ジェネリック医薬品とアルカリ化療法剤「ウラリット-U配

合散・配合錠」の普及を医薬品事業における２本の柱としております。 

ジェネリック医薬品につきましては、当期は９成分19品目の新規上市を行い、

兼業メーカー（ジェネリック医薬品を扱う新薬メーカー）としてトップクラス

の品揃えを擁しております。更に、ジェネリック医薬品の需要拡大やそれに伴

う情報提供活動に十分対応できるよう、体制強化に取り組むとともに、流通

卸・保険薬局チェーンとの更なる連携強化を進め、安定供給体制の拡充を図っ

てまいりました。 

もう一方の柱であるウラリットにつきましては、高尿酸血症領域の活性化を

図るとともに酸性尿改善の意義についての普及活動を継続しております。 

その結果、ジェネリック医薬品の売上高は、前期比19.8％、受託製造売上を
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含めたジェネリック医薬品事業全体では20.5％の増収となりました。一方で、

ウラリットをはじめとする主力３品の売上高は、市場競争の激化等により前期

比16.5％の減収となり、医療用医薬品全体では前期比11.6％の増収となりまし

た。 

なお、医療用医薬品の売上高比率を薬効別にみますと、循環器官用及び呼吸

器官用薬29.2％、ウラリット等の代謝性医薬品21.0％、消化器官用薬16.7％、

神経系及び感覚器官用薬13.5％、病原生物用薬9.3％、腫瘍用薬1.9％、その他

の医薬品8.4％となっております。 

次に研究開発ですが、ジェネリック医薬品の研究開発では、開発の迅速化・

効率化を図るべく、自社開発体制を強化するとともに、当社子会社の日本薬品

工業株式会社並びにその他ジェネリック医薬品専業メーカーとの共同開発にも

積極的に取り組み、品揃えの強化を図っております。 

新薬の研究開発では、探索研究に重点を置き、その成果を早期段階で導出す

ることで、開発上のリスクを軽減しつつ効率的に開発を進めており、｢NC-2400」

(PPARδアゴニスト：脂質代謝改善薬）を欧州の開発ベンチャー企業であるセ

レニス社に導出済みです。 

また、当期におきましては、｢NC-2500」(キサンチンオキシドリダクターゼ

阻害薬：尿酸降下薬）のフェーズⅠ試験を終了し、現在データの解析を行って

おります。この「NC-2500」は、当社の３つのミッションの１つである高尿酸

血症の治療薬として開発を進めております。 

海外展開に関しましては、韓国での鎮痛・消炎剤「ソレトン錠｣、高血圧症

治療剤「カルバン錠」の販売が引き続き堅調に推移しております。また、近年

開始したタイへの「ウラリット錠」の輸出に続き、他のアセアン諸国について

も輸出の可能性を追求しております。 

 

 2）臨床検査薬 

自社開発のアレルギー検査薬「オリトンIgE『ケミファ』」の売上高は、一

般病院における検査外注化の影響により前期を下回りましたが、主力であるヘ

モグロビンA1c検査薬の売上高は、競争が激化している中、糖尿病診断基準に

盛り込まれたことで前期を上回りました。 

その結果、臨床検査薬全体の売上高は前期を若干上回りました。 

 

以上の結果、医薬品事業全体の売上高は、｢ソレトン錠」他の主力品の減収

と平成24年４月の薬価改定による影響はあったものの、ジェネリック医薬品で



〆≠●0 
01_0609001142506.docx 
日本ケミファ㈱様 報告書 2013/05/22 11:34:00印刷 3/25 
 

― 3 ― 

外部導出売上の増収に加え、昨年の新発売品の寄与及び近年上市した「ラベプ

ラゾールナトリウム錠『ケミファ』｣､「ドネペジル塩酸塩錠『ケミファ』｣ 等

の伸長などにより、30,864百万円（前期比13.0％増）となりました。営業利益

は、増収効果に加え、販売費及び一般管理費の伸び率が売上高の増収率を大き

く下回ったことなどにより、3,947百万円（前期比39.2％増）となりました。 

 

【その他】 

受託試験事業、ヘルスケア事業及び不動産賃貸事業である「その他」の事業

では、市場の縮小に伴う受託試験事業の受注の減少などにより、売上高は1,079

百万円（前期比9.2％減）となりました。営業利益は主に受託試験事業における

売上高減収と受注単価の低下などにより、73百万円の損失（前期は営業利益87

百万円）となりました。 

 

以上の結果、各セグメントを通算した業績は、当期の連結売上高が31,944百万

円 (前期比12.0％増)、連結営業利益が3,873百万円（前期比32.5％増)、連結経常

利益が3,714百万円（前期比33.8％増)、当期純利益が2,125百万円（前期比47.6％

増）となりました。 
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 2. 事業別売上高 
 

事業の種類別セグメント 
前 期 

第 80 期 
当 期 

第 81 期 
増 減 額 増減率 

医 薬 品 事 業 27,325百万円 30,864百万円 3,539百万円 13.0％ 

そ の 他 1,188百万円 1,079百万円 △108百万円 △9.2％ 

合   計 28,513百万円 31,944百万円 3,430百万円 12.0％ 
 
(注) 売上高は、セグメント間の売上高を相殺しております。 

 

 3. 医薬品事業の売上高 

  （当社グループ） 
 

区      分 金     額 構 成 比 率 

循 環 器 官 用 及 び 呼 吸 器 官 用 薬 8,346百万円 29.2％ 

代 謝 性 医 薬 品 5,980百万円 21.0％ 

消 化 器 官 用 薬 4,774百万円 16.7％ 

神 経 系 及 び 感 覚 器 官 用 薬 3,849百万円 13.5％ 

病 原 生 物 用 薬 2,655百万円 9.3％ 

腫 瘍 用 薬 541百万円 1.9％ 

そ の 他 の 医 薬 品 2,407百万円 8.4％ 

医療用医薬品計 28,552百万円 100.0％ 

その他の売上高 2,312百万円 ― 

医薬品事業合計 30,864百万円 ― 

 

 4. 財産及び損益の状況の推移 

  （当社グループ） 
 

区   分 
平成21年度 
第 78 期 

平成22年度 
第 79 期 

平成23年度 
第 80 期 

平成24年度 
第 81 期 

(当連結会計年度) 

売 上 高 23,982百万円 27,361百万円 28,513百万円 31,944百万円 

経 常 利 益 587百万円 1,818百万円 2,776百万円 3,714百万円 

当 期 純 利 益 270百万円 573百万円 1,439百万円 2,125百万円 

１株当たり当期純利益金額 7.10円 13.95円 34.62円 51.77円 

総 資 産 29,600百万円 30,786百万円 33,790百万円 35,488百万円 

純 資 産 7,865百万円 8,964百万円 10,230百万円 12,408百万円 

１株当たり純資産額 185.22円 212.92円 248.92円 302.28円 
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  （当社） 
 

区   分 
平成21年度 
第 78 期 

平成22年度 
第 79 期 

平成23年度 
第 80 期 

平成24年度 
第 81 期 

(当事業年度) 

売 上 高 22,837百万円 25,245百万円 26,102百万円 27,986百万円 

経 常 利 益 450百万円 1,091百万円 1,609百万円 2,054百万円 

当 期 純 利 益 135百万円 304百万円 809百万円 1,227百万円 

１株当たり当期純利益金額 3.53円 7.36円 19.31円 29.64円 

総 資 産 26,627百万円 28,731百万円 30,475百万円 31,188百万円 

純 資 産 6,640百万円 8,272百万円 8,904百万円 10,189百万円 

１株当たり純資産額 173.14円 194.94円 214.89円 245.94円 

 

 5. 資金調達の状況 

特に記載すべき重要な事項はございません。 

 

 6. 設備投資の状況 

当社の連結子会社である日本薬品工業株式会社は、茨城県に所在するつくば

工場において、医薬品製造新棟を建設し、平成26年春の生産開始を予定してお

ります。 

詳細につきましては、｢連結注記表（重要な後発事象に関する注記)」(39頁) 

に記載しております。 

 

 7. 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況 

該当事項はございません。 

 

 8. 他の会社の事業の譲受けの状況 

該当事項はございません。 

 

 9. 吸収合併又は吸収合併による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況 

該当事項はございません。 

 

10. 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況 

該当事項はございません。 

 



〆≠●0 
01_0609001142506.docx 
日本ケミファ㈱様 報告書 2013/05/22 11:34:00印刷 6/25 
 

― 6 ― 

11. 対処すべき課題 

新薬創出・適応外薬解消等促進加算の試行的導入に伴い、長期収載品（特許

が切れた先発医薬品）の薬価引き下げが実施される一方、ジェネリック医薬品

については平成24年度の診療報酬改定におきましても促進策が盛り込まれ、さ

らに将来に向けたロードマップが示される等、今後も継続的な市場拡大が期待

されます。一方で、外資系メーカーや大手新薬メーカー等が相次ぎジェネリッ

ク医薬品事業に参入し、市場競争は激化しております。 

このような事業環境において、当社グループでは、平成24年４月より新たな

中期経営計画「Go Forward -その先へ-」をスタートいたしました。この新中期

経営計画におきまして、引き続き当社グループの３つのミッションと位置付け

る、ⅰ)ジェネリック医薬品市場におけるプレゼンスの確立、ⅱ)ウラリットを

核として高尿酸血症領域でのフロントランナーを目指すこと、ⅲ)自社開発創薬

による業容拡大への更なる取り組み強化を図ってまいります。 

その中で、最優先経営課題として位置付けるジェネリック医薬品事業におい

て、新薬メーカーとしていち早くジェネリック医薬品事業に参入し、兼業メー

カー有数の品揃えと売上を有する当社グループのアドバンテージを維持し、ジ

ェネリック医薬品市場におけるプレゼンスを確立するためには、引き続きジェ

ネリック医薬品の開発、製造、販売にわたるサプライチェーン全体を強化し、

高品質で経済性の高い製品を提供することが不可欠であると考えております。

かかる方針のもと、共同開発先との連携や、平成22年10月に実施したグループ

製造機能の集約に続き、日本薬品工業株式会社つくば工場での新製造棟建設や

海外製造の検討を進める等、同事業の更なる効率化、高品質化を推進してまい

ります。 

営業面では、本年度も新規追補品の上市を予定しており、流通卸・保険薬局

チェーンとの連携を図りながら、より一層の安定供給の確保を図ってまいりま

す。また、従来よりも更に重点得意先に注力し、得意先ニーズを踏まえた営業

戦略の再構築を実行し、DPC対象病院への取り組みを強化するとともに、周辺の

保険薬局や診療所へのジェネリック医薬品の波及を図ります。 

ウラリットに関しましては、高尿酸血症領域と腎疾患領域の活性化に伴って、

これを販売実績の拡大に結び付けるべく、効率的な普及活動に取り組んでまい

ります。 

ジェネリック医薬品の研究開発では、引き続き自社開発品を中心とした品揃

えを進めてまいります。 

また、新薬の研究開発では、｢NC-2500」の開発推進と早期導出を目指すとと

もに、欧州の開発ベンチャー企業に導出済みの「NC-2400」に続く新たな品目の

導出を推進してまいります。 

海外展開に関しましては、韓国に続いて、中国、アセアン諸国を中心にアジ

ア各国への展開を更に進めてまいります。 
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これらに加えて、今後とも全事業分野において経営の合理化・効率化を徹底

し、安定した売上高と利益を確保することにより、株主の皆様の期待に応えら

れる企業を目指して一層の経営努力を図ってまいる所存です。 

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援・ご鞭撻を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

 

12. 重要な親会社及び子会社の状況 

(1) 親会社の状況 

該当事項はございません。 

 

(2) 重要な子会社の状況 
  

会   社   名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容 

日 本 薬 品 工 業 株 式 会 社 160百万円 100.0％ 医 薬 品 の 製 造 ・ 販 売 

株式会社化合物安全性研究所 250百万円 100.0％ 安 全 性 試 験 の 受 託 等 

 

(3) 企業結合の経過 

該当事項はございません。 

 

(4) 企業結合の成果 

該当事項はございません。 
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13. 主要な事業内容 

   医薬品及び臨床検査薬等の製造・販売 

   医薬品等の安全性試験の受託 

   健康食品等販売 

 

14. 主要な営業所等 

 (1) 当社の主要な営業所等 

本 社  〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-2-3 

札 幌 支 店  〒060-0007 北海道札幌市中央区北七条西13-9-1 
塚本ビル７号館７階 

仙 台 支 店  〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 
花京院スクエア18階 

東 京 支 店  〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-2-3 

横 浜 支 店  〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町70-3 
三井住友海上横浜ビル９階 

関 越 支 店  〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-110-12 
リラ第３ビル２階 

名 古 屋 支 店  〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-20 
ie丸の内ビルディング５階 

大 阪 支 店  〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 
江戸堀センタービル15階 

広 島 支 店  〒730-0856 広島県広島市中区河原町1-26 
広島県環衛ビル３階 

福 岡 支 店  〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-35 
JT博多ビル４階 

創 薬 研 究 所  〒341-0005 埼玉県三郷市彦川戸1-22-1 

物流管理センター  〒344-0054 埼玉県春日部市浜川戸2-16 
(丸天運送株式会社内) 

 
(注) なお、大阪支店は平成25年５月11日に、次の所在地から移転しております。 

   〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-26-20 

         江戸堀グロウスビル５階 

 

 (2) 主要な子会社 

日本薬品工業株式会社 

  〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-2-3 

株式会社化合物安全性研究所 

  〒004-0839 北海道札幌市清田区真栄363-24 
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15. 従業員数 
 

事業の種類別セグメント 従 業 員 数 

医 薬 品 事 業 564名（145名） 

そ の 他 72名（ 20名） 

全   社（共   通   人   員) 43名（ 3名） 

合       計 679名（168名） 
 
(注) 1. 従業員数は就業人員であります。 

2. 従業員数欄の（外書）は、嘱託及び臨時従業員数であります。 

 

16. 主要な借入先（当社） 
 

借 入 先 借 入 金 残 高 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,730 百万円 

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 1,306 百万円 

株 式 会 社 あ お ぞ ら 銀 行 1,259 百万円 

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 1,000 百万円 

株 式 会 社 横 浜 銀 行 826 百万円 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 807 百万円 

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 522 百万円 

株 式 会 社 東 京 都 民 銀 行 475 百万円 

株 式 会 社 り そ な 銀 行 360 百万円 

株 式 会 社 北 陸 銀 行 323 百万円 
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Ⅱ 会社の株式に関する事項 

1. 発行可能株式総数 154,000,000株

 

2. 発行済株式の総数 42,614,205株（自己株式1,220,096株を含む) 

 

3. 当期末株主数 6,153名（前期比 415名減) 

 

 4. 大株主の状況（上位10名） 
 

株 主 名 持 株 数 持株比率 

ジ ャ パ ン ソ フ ァ ル シ ム 株 式 会 社 6,907 千株 16.68 ％ 

豊 島 薬 品 株 式 会 社 2,421 千株 5.84 ％ 

日 本 調 剤 株 式 会 社 1,926 千株 4.65 ％ 

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 1,870 千株 4.51 ％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,743 千株 4.21 ％ 

山 口 一 城 1,143 千株 2.76 ％ 

今 村  均 821 千株 1.98 ％ 

株 式 会 社 東 京 都 民 銀 行 757 千株 1.83 ％ 

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント 738 千株 1.78 ％ 

フ ク ダ 電 子 株 式 会 社 735 千株 1.77 ％ 
 
(注) 1. 当社は、自己株式1,220千株を保有しておりますが、上記大株主から除いており

ます。 
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 
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Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項 

当事業年度末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された

新株予約権等の状況 
 

 
第１回新株予約権 

（平成20年８月４日発行）
第２回新株予約権 

（平成23年８月２日発行） 

発行決議の日 平成20年６月27日 平成23年６月29日 

役員の保有状況 26個（８名） 60個（８名） 

  うち取締役 
  （社外取締役を除く） 

23個（７名） （注１） 52個（７名） （注２） 

  うち社外取締役 ― ― 

  うち監査役 ３個（１名） （注３） ８個（１名） （注３） 

新株予約権の目的となる 
株式の種類及び数 

普通株式26,000株 
(新株予約権１個のつき
1,000株） 

普通株式60,000株 
(新株予約権１個につき
1,000株） 

新株予約権の払込金額 払込みを要しない 払込みを要しない 

新株予約権の行使に際し 
て出資される財産の価額 

新株予約権１個につき 
516,000円 

新株予約権１個につき 
332,000円 

新株予約権の行使期間 
平成23年８月５日から 
平成26年８月４日まで 

平成26年８月３日から 
平成29年８月２日まで 

新株予約権の行使の条件 (注４） (注４） 
 
(注１)  うち取締役４名に付与している新株予約権は取締役就任以前に付与されたもので

あります。 

(注２)  うち取締役２名に付与している新株予約権は取締役就任以前に付与されたもので

あります。 

(注３)  監査役に付与している新株予約権は取締役在任中に付与されたものであります。 

(注４） 新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。 

(ⅰ)新株予約権の割当てを受けた者（以下､「新株予約権者」という｡）が当社の役員

又は従業員の地位（以下､「権利行使資格」という｡）を喪失した場合（ただし、

新株予約権者が任期満了又は定年により権利行使資格を喪失した場合を除く｡）

は、新株予約権は直ちに失効し、以後行使できないものとします。 

(ⅱ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者が死亡した日から３ヶ月が経過する

前に新株予約権者の相続人による新株予約権に関する遺産分割協議その他の相続

手続が完了した場合に限り、新株予約権の相続を認めます。 

(ⅲ)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。 

(ⅳ)新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結

している新株予約権割当契約に定めるところによります。 
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Ⅳ 会社役員に関する事項 

 1. 取締役、監査役及び執行役員の状況（平成25年３月31日現在） 
 

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

代表取締役社長 
代表執行役員社長 

山 口 一 城 ジャパンソファルシム株式会社取締役 

取 締 役 
専務執行役員 

矢 田 弘 道
経営全般補佐 
リスク管理・臨床検査薬事業部担当兼医薬マーケ
ティング本部長 

取 締 役 
常務執行役員 

貴 志 康 夫
開発企画部担当 
株式会社化合物安全性研究所取締役 

取 締 役 
執 行 役 員 

轡 田 雅 則
法令等遵守・薬事管理室・総務部・営業管理セン
ター・海外事業部・信頼性保証総括部担当 

取 締 役 
執 行 役 員 

小 山  剛 購買･物流センター担当兼医薬営業本部長 

取 締 役 
執 行 役 員 

山 川 富 雄 創薬研究所長 

取 締 役 
執 行 役 員 

安 本 昌 秀
管理部・情報システム部・広報室担当兼経営企画
部長 

取 締 役 畠 山 正 誠
弁護士 
マックス株式会社社外監査役 

常 勤 監 査 役 森  治 樹  

監 査 役 高 橋  剛 弁護士 

監 査 役 進 藤 直 滋
公認会計士 
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 統括代表社員 

執 行 役 員 真 木 善 幸 学術研修･情報部担当兼人事部長 

執 行 役 員 畑 田  康 ＧＥ開発部長 
 
(注) 1. 平成24年６月28日開催の第80回定時株主総会において、取締役山川富雄、安本昌

秀の両氏及び監査役森 治樹氏が新たに選任され、同日付で就任いたしました。

なお、森 治樹氏は同定時株主総会終結時に取締役を辞任により退任いたしまし

た。 

2．取締役畠山正誠氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

3．監査役高橋 剛氏及び進藤直滋氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役で

あります。 

4．監査役進藤直滋氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相

当程度の知見を有するものであります。 

5. 取締役畠山正誠氏、監査役高橋 剛氏及び進藤直滋氏につきましては、東京証券

取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員で

ある旨の独立役員届出書を提出しております。 
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6. 本年４月１日付で、前頁記載の取締役、監査役及び執行役員の状況は、以下のと

おり変更されております。 
 

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

代表取締役社長 
代表執行役員社長 

山 口 一 城 ジャパンソファルシム株式会社取締役 

取 締 役 矢 田 弘 道  

取 締 役 
常務執行役員 

貴 志 康 夫

経営全般補佐 
臨床検査薬事業部・開発企画部・信頼性保証総括
部担当 
株式会社化合物安全性研究所取締役 

取 締 役 
常務執行役員 

轡 田 雅 則
リスク管理・法令等遵守・薬事管理室・総務部・
海外事業部担当 

取 締 役 
常務執行役員 

小 山  剛 医薬営業本部・購買･物流センター担当 

取 締 役 
執 行 役 員 

山 川 富 雄 創薬研究所長 

取 締 役 
執 行 役 員 

安 本 昌 秀
管理部・情報システム部・広報室担当兼経営企画
部長 

取 締 役 畠 山 正 誠
弁護士 
マックス株式会社社外監査役 

常 勤 監 査 役 森  治 樹  

監 査 役 高 橋  剛 弁護士 

監 査 役 進 藤 直 滋
公認会計士 
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 統括代表社員 

執 行 役 員 真 木 善 幸 営業管理センター担当兼人事部長 

執 行 役 員 畑 田  康 ＧＥ開発部長 

執 行 役 員 金 明 信 吾 医薬営業本部長兼営業統括部長 

執 行 役 員 仲 井 俊 樹 医薬マーケティング部長 
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 2. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 
 

区 分 支給人数 報酬等の額 

取 締 役 9名 181百万円 

監 査 役 4名 26百万円 

合 計 13名 207百万円 
 
(注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与（60百万円）は含ま

れておりません。 
   2. 取締役および監査役の報酬等の額には、当事業年度中に増加した役員退職慰労金

引当額59百万円（取締役57百万円、監査役２百万円）を含めております。 
   3. 取締役の報酬等の額は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る

当事業年度の費用計上額１百万円を含めております。 
   4. 取締役の報酬限度額は、平成３年６月27日開催の第59回定時株主総会において月

額27百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない｡）と決議いただいておりま
す。 

   5. 上記4.とは別枠で、ストック・オプションとして取締役に付与する新株予約権に
関する報酬等の限度額は、平成23年６月29日開催の第79回定時株主総会において
年額10百万円以内と決議いただいております。 

   6. 監査役の報酬限度額は、平成３年６月27日開催の第59回定時株主総会において月
額３百万円以内と決議いただいております。 

   7. 上記のほか、平成24年６月28日開催の第80回定時株主総会決議に基づき、役員退
職慰労金を下記のとおり支給しております。 

    退任取締役      １名  ６百万円 
    退任監査役      １名  18百万円 

 
 3. 社外役員に関する事項 

(1) 取締役 畠山正誠 
① 他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況 
  該当事項はございません。 
② 他の法人等の社外役員等の兼任状況 
  マックス株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社と同社

の間には特別の関係はありません。 
③ 主な活動状況 
  当事業年度開催の取締役会13回のうち12回に出席し、主として弁護士と

しての専門的な知見も踏まえて当社の経営全般に対し意見を述べるなど、
社外取締役として独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性
を確保するための助言・提言を行っております。 

 
(2) 監査役 高橋 剛 
① 他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況 
  該当事項はございません。 
② 他の法人等の社外役員等の兼任状況 
  該当事項はございません。 
③ 主な活動状況 
  当事業年度開催の取締役会13回及び監査役会16回の全てに出席し、主と

して弁護士としての専門的な見地から公正な意見の表明を行い、取締役会
及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を
行っております。 
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(3) 監査役 進藤直滋 

① 他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況 

  該当事項はございません。 

② 他の法人等の社外役員等の兼任状況 

  該当事項はございません。 

③ 主な活動状況 

  当事業年度開催の取締役会13回のうち12回及び監査役会16回の全てに出

席し、主として公認会計士としての専門的な見地から公正な意見の表明を

行い、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため

の助言・提言を行っております。 

 

(4) 責任限定契約の内容の概要 

当社は社外役員として有能な人材を迎えることができるよう、社外役員と

の間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結すること

ができる旨を定款に定めており、社外取締役畠山正誠氏、社外監査役高橋 剛

氏及び進藤直滋氏それぞれとの間で、会社法第427条第１項の規定により、同

法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。 

その契約内容の概要は次のとおりであります。 

・社外役員が任務を怠ったことによって当社に対し損害賠償責任を負う場

合は、会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度として、そ

の責任を負うものとします。 

・上記の責任限定が認められるのは、社外役員がその責任の原因となった

職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとしま

す。 

 

(5) 社外役員の報酬等の総額 
 

 支給人数 報酬等の総額

社外役員の報酬等の総額 3名 14百万円 
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 4. 会計監査人に関する事項 

 (1) 名称 

有限責任監査法人 トーマツ 

 

 (2) 報酬等の額 
 
当事業年度に係る報酬等の額 36百万円 

当社及び連結子会社が会計監査人に支払う 
べき金銭その他の財産上の利益の合計額 

43百万円 
 
(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取

引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分でき

ないため、上記金額は合計額で記載しております。 

   2. 報酬等の額につきましては、監査役会の同意を得ております。 

 

 (3) 非監査業務の内容 

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業

務である「IFRS（国際財務報告基準)」に関する助言・指導業務についての対

価を支払っております。 

 

 (4) 解任又は不再任の決定の方針 

当社都合のほか、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵

触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断された場合、その事実

に基づき取締役会は監査役会の同意を得て当該会計監査人の解任又は不再任

を株主総会の付議議案にすべきかどうかを審議します。 

 

 5. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要 

 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき平成18年５月12日開催の取締役

会において内部統制基本方針を制定し、平成20年４月25日開催の取締役会及び

平成24年８月１日開催の取締役会において一部改定しております。 

(1) 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための

体制 

① 日本ケミファ法令等遵守行動基準を定め、当社及び子会社（以下､「日本

ケミファグループ｣ という）の役員・使用人が法令・定款及び社会規範を

遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、

法令等遵守担当取締役を委員長とする法令等遵守推進委員会を設置し、同

委員会が中心となって役員・使用人の教育等を行う。 
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② 社長直轄の内部監査部門は、法令等遵守推進委員会と連携の上、法令等

遵守の状況を監査する。これらの活動結果は、必要に応じて取締役会に報

告されるものとする。 

③ 法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段とし

て、常勤監査役、顧問弁護士、法令等遵守担当役員、法令等遵守推進委員

会事務局宛てのホットラインである「Nippon Chemiphar Hot Line」を設

置・運営する。この場合、通報者の希望により匿名性を保証するとともに、

通報者に不利益が無いことを確保する。 

 

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 

① 文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を電磁的記録その他

各種の記録及び書面文書（以下、｢文書」という）に記録し、保存する。 

② 取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できる。 

 

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 当社の経営に重大な影響を及ぼす種々のリスクを把握するとともに、リ

スクに係る管理体制の整備、発現したリスクへの対応等を行うため、リス

ク管理規程を制定する。 

② リスク管理規程に基づきリスク毎の責任部署を定めたうえ、グループ全

体のリスクを総合的に管理するため、リスク管理担当取締役を委員長とす

るリスク管理委員会を設置する。同委員会は全社のリスク管理について、

定期的に取締役会に報告する。 

③ コンプライアンス及び情報セキュリティに関するリスクについては、リ

スク管理委員会の下部組織として設置する法令等遵守推進委員会及び情報

セキュリティ委員会が所管する。 

④ 内部監査部門は、リスク管理委員会と連携の上、各部署のリスク管理の

状況を監査する。 

 

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 取締役会は経営方針及び中長期経営計画を策定し、これに基づき役員・

使用人が共有する経営目標を定める。 

② 経営目標達成のために、各執行役員は取締役会により分配された権限に

基づく具体的目標と効率的な達成の方法を定める。 
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③ 執行役員会議は定期的に、各執行役員の目標達成進捗状況をレビューし、

改善を促す。 

④ 執行役員会議のレビューを受けて取締役会は当初の経営方針及び中長期

経営計画あるいは経営目標の妥当性を議論し、職務執行の効率化の観点か

ら、必要がある場合は随時見直す。 

 

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

① 当社及び子会社の役員・使用人は、日本ケミファ法令等遵守行動基準に

則って、法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとる。 

② 当社は日本ケミファグループの企業集団の業務の適正と効率性を確保す

るために必要な、グループとしての規則・規程類を整備する。 

③ 日本ケミファグループに属する会社間の取引は、法令・会計原則その他

の社会規範に照らし適切なものでなければならない。 

④ 当社は子会社毎に担当取締役を任命し、各社が法令等遵守体制、リスク

管理体制を構築するよう指導する。 

⑤ 内部監査部門は、日本ケミファグループにおける内部監査を実施又は統

括し、日本ケミファグループの内部統制の有効性と妥当性を確保する。 

⑥ 監査役は、日本ケミファグループの連結経営に対応したグループ全体の

監視・監査を実効的かつ適切に行えるよう会計監査人及び内部監査部門と

協働して適切な体制を構築する。 

 

(6) 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

① 監査役は、内部監査部門の使用人あるいはその業務を行うに適切な部署

の使用人を補助者（以下､「補助者」という）として、監査業務に必要な事

項を命令することができる。 

② 補助者は、監査役の監査業務に関する命令に関して、会社の指揮命令を

受けないものとする。また、補助者の人事異動等については、監査役会の

意見を尊重するものとする。 

 

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告

に関する体制 

① 取締役は、法定の事項、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事

項、内部監査の実施状況を監査役会に対してすみやかに報告する。 
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② 報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と

監査役会との協議により決定する。 

 

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的な意見交換会を

開催する。 

 

(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制 

① 当社及び連結子会社の財務報告の信頼性を確保するため、全社統制及び

業務プロセスにおける文書化など体制整備を進める｡ 

② 構築した体制を運用し、その評価及び改善を適宜行い、財務報告の重要

な事項に誤りが発生するリスクを低減することに努める｡ 

 

(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況 

① 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決

し、これらとかかわりのある企業、団体とはいかなる関係も持たない旨を

日本ケミファ法令等遵守行動基準に定め、役員・使用人全員に周知徹底す

る｡ 

② 平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関

係行政機関や弁護士などと緊密に連携を取り、組織全体としてすみやかに

対処する｡ 

 

 6. 当社の支配に関する基本方針 

(1) 基本方針の内容の概要 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及

び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社が企業価値・株

主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者

である必要があると考えています。 

当社の支配権の移転を伴う買付提案についての判断は、最終的には株主の

皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、

当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資する

ものであれば、これを一概に否定するものではありません。 
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しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・

株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事

実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買

付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案する

ための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条

件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、

対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社では、グループとして企業価値の向上・確保に努めておりますが、特に、

当社の企業価値の源泉は①新薬メーカーならではの高品質なジェネリック医

薬品開発力、安定供給（製造・販売）体制及び情報提供体制、②ウラリット

を核にした高尿酸血症領域での専門知識、経験、ノウハウ及びグローバルな

情報発信力、③探索機能に特化したベンチャー型創薬研究体制、及び④創業

後60年余をかけて培った医療関係者からの信頼です。当社株式の大量買付を

行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのはもちろんのこと、こう

した当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させ

られるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることに

なります。 

当社としては、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大

量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不

適切であり、このような者による大量買付に対しては必要かつ相当な対抗措

置を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があ

ると考えます。 

なお、当社は、平成25年５月10日開催の当社取締役会において、上記記載

の基本方針の内容を一部改定しております。改定後の基本方針については、

本定時株主総会の株主総会参考書類８頁から９頁（｢第５号議案 買収防衛策

更新のための新株予約権無償割当ての委任の件」｢1. 提案の理由」(1)）に

記載のとおりです。 
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(2) 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要 

① 中期経営計画による取組み 

当社は、平成24年４月より新たな中期経営計画「Go Forward -その先へ-」

をスタートいたしました。この中期経営計画におきまして、３つのミッシ

ョンであります、ⅰ)ジェネリック医薬品市場におけるプレゼンスの確立、

ⅱ)ウラリットを核として高尿酸血症領域でのフロントランナーを目指すこ

と、ⅲ)自社開発創薬による業容拡大への更なる取り組み強化を図ってまい

ります。 

まず、ジェネリック医薬品事業につきましては、新薬メーカーとしてい

ち早くジェネリック医薬品事業に参入し、兼業メーカー有数の品揃えと売

上を有する当社のアドバンテージを維持し、ジェネリック医薬品市場にお

けるプレゼンスを確立するために、引き続きジェネリック医薬品の開発、

製造、販売にわたるサプライチェーン全体を強化し、高品質で経済性の高

い製品を提供することが不可欠であると考えております。このような方針

のもと、共同開発先との連携や、平成22年10月に実施したグループ製造機

能の集約に続き、日本薬品工業株式会社つくば工場での新製造棟建設や海

外製造の検討を進める等、同事業の更なる効率化、高品質化を推進してま

いります。 

営業面では、流通卸・保険薬局チェーンとの連携を図りながら、より一

層の安定供給の確保を図ってまいります。また、従来よりも更に重点得意

先に注力し、得意先ニーズを踏まえた営業戦略の再構築を実行し、加えて

DPC対象病院への取り組みを強化するとともに、周辺の保険薬局や診療所へ

のジェネリック医薬品の波及を図ります。 

次に、ウラリットに関しましては、高尿酸血症領域と腎疾患領域の活性

化に伴って、これを販売実績の拡大に結びつけるべく、効率的な普及活動

に取り組んでまいります。 

最後に、創薬につきましては「NC-2500」を含めた新たな導出候補品の創

出も進んでおり、その中には公的資金を獲得するような有望な研究テーマ

も出ております。今後もベンチャー型研究開発体制の効率化を進めながら、

自社創薬への投資も継続してまいります。 

当社は、これら３つのミッションに一貫して継続的に取り組むことが、

国内外の医薬品業界を取り巻く環境や制度変更への対処を可能とし、当社

の企業価値、すなわち、株主共同の利益を維持・拡大する最良の方策であ

ると考えます。 
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(中期経営計画「Go Forward -その先へ-」の内容につきましては、当社

ホームページ（http://www.chemiphar.co.jp/ir/release/doc/2012/201205

18-2.pdf）に掲載しております。 

② コーポレート・ガバナンスの強化 

また、当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し向上させるためには、

経営組織と運営のあり方の適正化に常時努めることでコーポレート・ガバ

ナンスを徹底し、株主の皆様、顧客、社会一般に対して一層の経営の透明

性を高めると共に公正な経営を実現することを最優先の課題の一つとして

位置付けております。経営機能を意思決定機能・監督機能と業務執行機能

とに分離し、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度の導入

や独立性の高い社外取締役を１名、また、独立性の高い社外監査役を２名

擁することなどは、その具体化の一端であります。 

 

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定

が支配されることを防止するための取組みの概要 

当社は、平成22年６月29日開催の第78回定時株主総会において、当社株式

の大量取得行為に関する対抗策（買収防衛策）について、平成19年に導入し

た内容を一部改定して更新することを上呈し、株主の皆様のご承認をいただ

きました（以下、改定後のプランを「旧プラン」といいます｡)｡ 

旧プランの内容の概要は次のとおりであります。なお、旧プランの内容の

詳細は当社ホームページ（http://www.chemiphar.co.jp/ir/release/doc/2010/

20100511-4.pdf）に掲載しております。 

① 目的 

当社は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に

資さない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者として不適切であると考えています。旧プランは、こうし

た不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑止する

とともに、大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案

を提案したり、もしくは株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか否か

を判断するために必要な情報や時間を確保したり、又は株主の皆様のため

に交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。 
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② 旧プランの概要 

ⅰ) 旧プランに係る手続の設定 

旧プランは、当社の株券等に対する買付等が行われる場合に、買付等

を行う者（以下、｢買付者等」といいます｡）に対し、事前に当該買付等

に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を

行う時間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を

提示し、又は買付者等との交渉等を行うための手続を定めています。 

ⅱ) 新株予約権の無償割当ての利用 

買付者等が旧プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を

行う等、当社の企業価値・株主共同の利益が害されるおそれがあると認

められる場合には、当社は、買付者等による権利行使は認められないと

の行使条件及び当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予

約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（以下、｢本新株予約

権」といいます｡）を、その時点の当社を除く全ての株主の皆様に対して

新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条以降に規定されます｡）に

より割り当てます。 

ⅲ) 特別委員会の利用及び株主意思の確認 

旧プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は

取得等の判断について、取締役の恣意的判断を排するため、独立性のあ

る社外取締役等から構成される特別委員会の客観的な判断を経るものと

しています。 

また、当社取締役会は、これに加えて、旧プラン所定の場合には株主

の皆様の意思を確認するための株主総会を招集し（以下、かかる株主総

会を「株主意思確認株主総会」といいます｡)、新株予約権無償割当ての

実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。 

ⅳ) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 

旧プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外

の株主の皆様により本新株予約権が行使された場合、又は当社による本

新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社

株式が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は

最大約50％まで希釈化される可能性があります。 

ⅴ) 情報開示 

上記ⅰ)ないしⅳ)の各手続の過程については、適宜株主の皆様に対し

て情報開示がなされ、その透明性を確保することとしております。 
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③ 旧プランの有効期間、廃止 

旧プランの有効期間は、第78回定時株主総会終了後３年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。 

ただし、有効期間の満了前であっても、ⅰ)当社の株主総会において第78

回定時株主総会決議による当社取締役会への委任を撤回する旨の決議が行

われた場合、又は、ⅱ)当社取締役会において旧プランを廃止する旨の決議

が行われた場合には、旧プランはその時点で廃止されるものとします。 

④ 株主の皆様への影響 

本新株予約権の無償割当て自体が行われていない場合には、株主の皆様

に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、旧プランが発動さ

れ新株予約権行使の手続を行わなければ、その保有する株式が希釈化され

る場合があります（ただし、当社が当社株式を対価として新株予約権の取

得の手続を行った場合、保有する当社株式全体の価値の希釈化は原則とし

て生じません｡)。 

 

(4) 上記取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

① 基本方針の実現に資する特別な取組みについて 

当社の中期経営計画「Go Forward -その先へ-」による取組み、コーポレ

ート・ガバナンスの強化の各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を

継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたもので

あり、当社の基本方針に沿うものです。 

したがって、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合

致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではご

ざいません。 

② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決

定が支配されることを防止するための取組みについて 

旧プランは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるこ

とを目的として導入されたものであり、基本方針に沿うものです。 

また、旧プランは、株主の承認を得た上で更新されており、一定の場合

に旧プランの発動の是非について株主意思確認株主総会において株主の皆

様の意思を確認することができることや、有効期間が約３年間と定められ

た上、株主総会又は取締役会によりいつでも廃止することができるとされ

ているなど株主意思を重視するものであること、買収防衛策に関する公の

指針の要件を完全に充足していること、独立性のある社外取締役等のみか
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ら構成される特別委員会の判断の重視や情報開示の仕組みが確保されてい

ること、合理的な客観的発動要件が設定されていること等により、その公

正性・客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資す

るものといえます。 

したがって、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合

致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではご

ざいません。 

 

(ご参考) 

  旧プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時までとなっていることか

ら、当社は、平成25年５月10日開催の当社取締役会において、上記(1) ｢基本方

針の内容の概要」に記載のとおり基本方針を一部改定するとともに、旧プラン

の内容を、本定時株主総会において株主の皆様のご承認を頂くことを条件とし

て一部改定し、更新する（以下、改定後のプランを「本プラン」といいます｡）

ことを決定しております。本プランの内容については、本定時株主総会の株主

総会参考書類10頁から26頁 (「第５号議案 買収防衛策更新のための新株予約

権無償割当ての委任の件」｢2. 提案の内容（本プランの内容)｣）をご参照くだ

さい。 
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連 結 貸 借 対 照 表 
 

  （単位：百万円）
 

科     目 

(ご参考)
前  期
(平成24年
３月31日)

当  期
(平成25年
３月31日)

科     目 

(ご参考)
前  期
(平成24年
３月31日)

当  期 
(平成25年 
３月31日) 

資 産 の 部 負 債 の 部  

流 動 資 産 20,561 21,655 流 動 負 債 12,871 12,785 

現 金 及 び 預 金 6,677 6,483 支払手形及び買掛金 4,981 4,393 

受取手形及び売掛金 9,067 10,291 短 期 借 入 金 540 580 

商 品 及 び 製 品 2,766 2,900 １年内償還予定の社債 370 370 

仕 掛 品 685 516 １年内返済予定の長期借入金 2,880 2,944 

原材料及び貯蔵品 595 577 リ ー ス 債 務 136 144 

繰 延 税 金 資 産 656 688 未 払 金 45 92 

そ の 他 111 197 未 払 法 人 税 等 832 970 

貸 倒 引 当 金 △     0 △     1 未 払 消 費 税 等 77 221 

固 定 資 産 13,215 13,824 未 払 費 用 2,170 2,255 

有 形 固 定 資 産 10,143 10,374 預 り 金 91 101 

建物及び構築物 3,221 3,220 返品調整引当金 4 5 

機械装置及び運搬具 746 906 販売促進引当金 315 351 

工具、器具及び備品 185 221 そ の 他 425 353 

土 地 5,550 5,549 固 定 負 債 10,688 10,295 

リ ー ス 資 産 439 416 社 債 735 365 

建 設 仮 勘 定 ― 59 長 期 借 入 金 7,042 6,971 

無 形 固 定 資 産 662 451 リ ー ス 債 務 436 377 

の れ ん 519 345 退職給付引当金 783 851 

リ ー ス 資 産 101 73 役員退職慰労引当金 289 328 

ソ フ ト ウ エ ア 21 12 受入敷金保証金 9 9 

電 話 加 入 権 20 20 再評価に係る繰延税金負債 1,391 1,391 

投資その他の資産 2,410 2,998 負 債 合 計 23,560 23,080 

投 資 有 価 証 券 938 1,645 純 資 産 の 部  

長 期 貸 付 金 7 6 株 主 資 本 7,966 9,642 

長 期 前 払 費 用 14 11 資 本 金 4,304 4,304 

敷金及び保証金 104 108 資 本 剰 余 金 1,297 1,297 

繰 延 税 金 資 産 310 274 利 益 剰 余 金 2,835 4,525 

そ の 他 1,098 1,012 自 己 株 式 △   470 △   485 

貸 倒 引 当 金 △    64 △    60 その他の包括利益累計額 2,257 2,757 

繰 延 資 産 14 8 その他有価証券評価差額金 26 299 

社 債 発 行 費 14 8 土地再評価差額金 2,230 2,458 

 新 株 予 約 権 7 9 

 純 資 産 合 計 10,230 12,408 

資 産 合 計 33,790 35,488 負債純資産合計 33,790 35,488 
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連 結 損 益 計 算 書 
 

（単位：百万円） 
 

科       目 

(ご参考) 
前  期 

自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

当  期 
自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日 

売 上 高 28,513 31,944 

売 上 原 価 12,872 14,922 

売 上 総 利 益 15,642 17,021 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 12,718 13,147 

営 業 利 益 2,923 3,873 

営 業 外 収 益  

受 取 利 息 2 1 

受 取 配 当 金 26 24 

固 定 資 産 賃 貸 料 17 17 

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 10 15 

補 助 金 収 入 43 17 

保 険 配 当 金 12 11 

そ の 他 26 20 

営 業 外 収 益 合 計 138 108 

営 業 外 費 用  

支 払 利 息 205 179 

手 形 売 却 損 15 13 

支 払 手 数 料 28 51 

そ の 他 37 23 

営 業 外 費 用 合 計 285 268 

経 常 利 益 2,776 3,714 

特 別 利 益  

受 取 保 険 金 64 ― 

特 別 利 益 合 計 64 ― 

特 別 損 失  

減 損 損 失 ― 95 

固 定 資 産 除 却 損 70 16 

そ の 他 の 投 資 評 価 損 8 ― 

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 22 ― 

災 害 に よ る 損 失 40 ― 

特 別 損 失 合 計 141 112 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,698 3,602 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,234 1,539 

法 人 税 等 調 整 額 24 △   62 

法 人 税 等 合 計 1,259 1,476 

少数株主損益調整前当期純利益 1,439 2,125 

少 数 株 主 利 益 0 ― 

当 期 純 利 益 1,439 2,125 
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連結株主資本等変動計算書 
  

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日) 

（単位：百万円） 
 

 

株 主 資 本 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式
株 主 資 本 
合 計 

当 期 首 残 高 4,304 1,297 2,835 △ 470 7,966 

当 期 変 動 額  

剰 余 金 の 配 当 ― ― △ 207 ― △ 207 

当 期 純 利 益 ― ― 2,125 ― 2,125 

自己株式の取得 ― ― ― △  16 △  16 

自己株式の処分 ― 0 ― 0 1 

土地再評価差額金の取崩 ― ― △ 227 ― △ 227 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 

― ― ― ― ― 

当 期 変 動 額 合 計 ― 0 1,690 △  15 1,675 

当 期 末 残 高 4,304 1,297 4,525 △ 485 9,642 

 
（単位：百万円） 

 

 

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 

新 株
予 約 権

純 資 産 
合 計 

そ の 他 有 価
証 券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 26 2,230 2,257 7 10,230 

当 期 変 動 額  

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― △ 207 

当 期 純 利 益 ― ― ― ― 2,125 

自己株式の取得 ― ― ― ― △  16 

自己株式の処分 ― ― ― ― 1 

土地再評価差額金の取崩 ― 227 227 ― ― 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 

272 ― 272 1 274 

当 期 変 動 額 合 計 272 227 500 1 2,177 

当 期 末 残 高 299 2,458 2,757 9 12,408 

 



〆≠●0 
02_0609001142506.docx 
日本ケミファ㈱様 報告書 2013/05/22 11:21:00印刷 4/25 
 

― 29 ― 

(ご参考）連結キャッシュ・フロー計算書（要旨) 
 

（単位：百万円） 
 

科       目 
前  期 

自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

当  期 
自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,753 1,912 

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 227 △1,422 

財務活動によるキャッシュ・フロー 63 △ 713 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少) 1,589 △ 223 

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 5,009 6,598 

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 6,598 6,375 
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連 結 注 記 表 

 

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等) 

1. 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ３社 

(2) 連結子会社の名称  

日本薬品工業株式会社、株式会社化合物安全性研究所、シャプロ株式会

社 

2. 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社数 １社 

(2) 会社の名称  

ジャパンソファルシム株式会社 

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

4. 会計処理基準に関する事項 

 (1) 資産の評価基準及び評価方法 

  ①有価証券 

    その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直

入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  ②たな卸資産 

    先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

 (2) 固定資産の減価償却の方法 

  ①有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）については定額法によっております。 

   (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より平

成24年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  ②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 
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  ③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており

ます。 

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。 

 (3) 繰延資産の処理方法 

    社債発行費 

社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。 

 (4) 引当金の計上基準 

①貸 倒 引 当 金： 連結会計年度末の債権に対する貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

②退職給付引当金： 当社及び連結子会社において、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上しております。 

  数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 

(11年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度より費用処理しております。 

過去勤務債務については、各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11

年）による定額法により按分した額を発生の連結会計年

度より費用処理しております。 

③役員退職慰労引当金： 役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規による支払

見込相当額を計上しております。 

④返品調整引当金： 返品による損失に備えるため、法人税法に定める限度相

当額を計上しております。 

⑤販売促進引当金： 販売した製品・商品に対する将来の販売促進費の支出に

備えるため、直近の実績を基礎にして計上しておりま

す。 

 (5) ヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、特

例処理によっております。 
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  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……金利スワップ 

ヘッジ対象……借入金の利息 

  ③ヘッジ方針 

金利の変動によるリスクを回避する目的で金利スワップ取引を行ってお

りますが、投機的な取引は行っておりません。 

  ④ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、有

効性の判定を省略しております。 

 (6) のれんの償却方法及び償却期間 

５年間で均等償却しております。 

 (7) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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(連結貸借対照表に関する注記） 

1. 有形固定資産の減価償却累計額 

 13,393百万円
 
2. 受取手形割引高 

 688百万円
 
3. ｢土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、

事業用土地の再評価を行い、再評価に係る繰延税金負債を負債の部に､土地再

評価差額金を純資産の部に計上しております。なお、減損損失の計上に伴い、

土地再評価差額金を△227百万円取崩しております。 

再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額
△1,436百万円

 
(注) 上記の時価と再評価後の帳簿価額との差額のうち、賃貸等不動産に関す

るものについては、△225百万円含まれております。 

4. 連結会計年度末日満期手形の処理 

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年

度末日満期手形が、連結会計年度末残高から除かれております。 

受 取 手 形 66百万円

支 払 手 形 1,014百万円

割 引 手 形 189百万円

設備関係支払手形 

(流動負債その他） 
23百万円

 
5. 受取手形及び売掛金 

連結貸借対照表に計上した受取手形及び売掛金には、信託受益権等を設定し

た上で現金化を留保している2,997百万円が含まれております。 
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(連結損益計算書に関する注記） 

  減損損失 

 当社グループは、事業用資産については各社の事業別に資産のグルーピングを

行い、また、遊休資産については個別の物件ごとにグルーピングを行っておりま

す。 

 研究施設における廃棄予定資産、今後の使用見込みがなくなった厚生施設及び

遊休資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に95百万円計上しております。減損損失の内訳は、建物及び構築物

89百万円、機械装置４百万円、工具、器具及び備品０百万円、土地０百万円であ

ります。 

 廃棄予定資産及び遊休資産（厚生施設）の回収可能価額は使用価値により測定

しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込めないため零としております。

遊休資産（土地）の回収可能価額は不動産鑑定評価に基づく正味売却価額により

評価しております。 
 

用途 種類 
金額 

(百万円) 
場所 

廃棄予定資産 
(研究施設) 

建物及び構築物、機械装置、工具、
器具及び備品 

73
埼玉県 
三郷市 

遊休資産 
(厚生施設) 

建物及び構築物、工具、器具及び備
品 

21
埼玉県 
三郷市 

遊休資産 土地 0
千葉県 
安房郡 

 

(連結株主資本等変動計算書に関する注記） 

1. 当連結会計年度末における発行済株式の数 

    普 通 株 式     42,614,205株 

 

2. 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

   平成24年６月28日開催の第80回定時株主総会決議による配当に関する事項 
 

株式の種類
配当金 
の総額 
(百万円) 

配当 
の原資 

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日 

普通株式 207 利益剰余金 5.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日 
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 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結

会計年度となるもの 

   平成25年６月27日開催予定の第81回定時株主総会決議による配当に関する

事項 
 

株式の種類
配当金 
の総額 
(百万円) 

配当 
の原資 

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日 

普通株式 413 利益剰余金 10.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日 

 

3. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないもの

を除く｡）の目的となる株式の種類及び数 

    普 通 株 式       38,000株 

 

(金融商品に関する注記） 

 1. 金融商品の状況に関する事項 

  (1) 金融商品に対する取組方針 

    当社グループは、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、必要

な資金については、主に銀行借入や社債発行により調達しております。デ

リバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的

な取引は行わない方針であります。 

  (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

    営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されてお

ります。当該リスクに関して当社グループでは、各社が取引先ごとに期日

管理及び残高管理等を把握する体制となっております。 

    投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リス

クに関して当社グループでは、各社が定期的に時価又は発行体の財務状況

等を把握する体制としております。 

    営業債務である支払手形及び買掛金は、通常の営業活動に伴い生じたも

のであり、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。 

    長期借入金及び社債は、主に長期運転資金に係る資金調達であります。

また、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、支

払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために、デリバテ

ィブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。 

    営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グルー

プでは、各社が月次に資金繰計画を作成する方法等により管理しておりま

す。 
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  (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場

合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定にお

いては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。 

    また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が

デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 

  (4) 信用リスクの集中 

    当期の連結決算日現在における営業債権のうち53.7％が特定の大口顧客

に対するものであります。 

 2. 金融商品の時価等に関する事項 

   平成25年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困

難と認められるものは、次表には含まれておりません。 
（単位：百万円） 

 
 連結貸借対照表計上額(※) 時  価（※) 差  額 

(1)現金及び預金 6,483 6,483 ― 

(2)受取手形及び売掛金 10,291 10,291 ― 

(3)投資有価証券 1,570 1,570 ― 

(4)長期預金 700 616 △   83 

資産計 19,045 18,962 △   83 

(5)支払手形及び買掛金 (4,393) (4,393) ― 

(6)短期借入金 (  580) (  580) ― 

(7)社債 (  735) (  743) △    8 

(8)長期借入金 (9,916) (9,980) △   63 

負債計 (15,624) (15,697) △   72 

(9)デリバティブ取引 ― ― ― 
 
 (※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。 

 

 (注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

    (1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。 

    (3) 投資有価証券 

 これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

    (4) 長期預金 

 これらは金融機関により評価された価格によっており、差額については、｢デ

リバティブ部分の時価評価額」のみを表しております。この差額は、満期時にお

いて損益に与える影響は軽微であります。 

    (5) 支払手形及び買掛金、並びに(6) 短期借入金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。 
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    (7) 社債 

 社債の時価については、元利金の合計額を同様の新規発行を行った場合に想定

される利率で割り引いて算定する方法によっております。 

    (8) 長期借入金 

 長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合

に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による

長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと

一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される

合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。 

    (9) デリバティブ取引 

 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 
（単位：百万円） 

 
ヘッジ会計の

方法 
デリバティブ 
取引の種類等 

主なヘッ
ジ対象

契約額等
契約額のう
ち 1年超 

時価 

金利スワップ

の特例処理 

金利スワップ取引 

支払固定・受取変動

長期 

借入金
1,480 388 (※) 

 
     (※) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入

金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価

に含めて記載しております。 

 (注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 
（単位：百万円） 

 
区     分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式 74 
 
     上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

るため、｢(3)投資有価証券」には含めておりません。 

 (注３) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額 
（単位：百万円） 

 

 １年以内 
１年超 

５年以内 
５年超 

10年以内 
10年超 

現金及び預金 6,483 ― ― ― 

受取手形及び売掛金 10,291 ― ― ― 

長期預金 ― 200 ― 500 

合 計 16,774 200 ― 500 
 
 (注４) 社債及び長期借入金の返済予定額 

（単位：百万円） 
 

区分 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 

社債 370 270 95 ― ― ― 

長期借入金 2,944 2,153 1,604 2,215 477 521 

合 計 3,314 2,423 1,699 2,215 477 521 
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(賃貸等不動産に関する注記） 

 当社では、東京都その他の地域において、賃貸施設等を有しております。平成

25年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は25百万円（主な賃貸収

益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。 

 また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び

時価は、次のとおりであります。 
（単位：百万円） 

 
連結貸借対照表計上額 当連結会計年度末 

の時価 当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

744 △9 735 558 
 
 (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額であり

ます。 

    2. 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による

不動産鑑定評価書に基づく金額、その他物件については一定の評価額や適切に

市場価格を反映していると考えられる指標に基づいて自社で算定した金額であ

ります。 

 

(１株当たり情報に関する注記） 

  １株当たり純資産額 

 302円28銭

  １株当たり当期純利益金額 

 51円77銭

 

連結損益計算書上の当期純利益 2,125百万円

普通株式に係る当期純利益 2,125百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式の期中平均株式数 41,055千株

 



〆≠●0 
02_0609001142506.docx 
日本ケミファ㈱様 報告書 2013/05/22 11:21:00印刷 14/25 
 

― 39 ― 

(重要な後発事象に関する注記） 

 重要な設備投資 

 当社は、平成25年４月19日開催の取締役会において、連結子会社である日本薬

品工業株式会社における新たな医薬品生産設備に係る設備投資計画を決議いたし

ました。 

 (1) 設備投資の目的 

   当社グループでの自社生産能力の強化に加え、全面免震構造による災害リ

スク対応並びに既存生産設備の将来の老朽化への対応であります。 

 (2) 設備投資の内容 

   茨城県筑西市所在の日本薬品工業株式会社つくば工場において、製造棟 

(３号棟）を新たに建設するもので、今般の投資予定額は27億円であります。 

 (3) 設備投資の取得時期 

   平成25年５月 着工予定 

   平成26年３月 竣工予定 

 (4) 設備投資の効果 

   今般の設備投資により、当連結会計年度における当社グループの生産能力

に比べて20％程度増加する見込であります。 
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 

 
平成25年５月７日 

 
日本ケミファ株式会社 
 
 取締役会  御中 
 

有限責任監査法人トーマツ 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 矢 野 浩 一 ㊞

   
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 野 開 彦 ㊞

 
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本ケミファ株式会社の平成24年

４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 
 
連結計算書類に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。 
 

監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。 
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。 
 
監査意見 
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、日本ケミファ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。 
 

利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 
以 上 
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貸 借 対 照 表 
 

  （単位：百万円）
 

科     目 

(ご参考)
前  期
(平成24年
３月31日)

当  期
(平成25年
３月31日)

科     目 

(ご参考)
前  期
(平成24年
３月31日)

当  期 
(平成25年 
３月31日) 

資 産 の 部 負 債 の 部  
流 動 資 産 16,437 16,413 流 動 負 債 12,137 11,815 
現 金 及 び 預 金 4,598 3,146 支 払 手 形 3,990 3,444 
受 取 手 形 400 404 買 掛 金 1,749 1,583 
売 掛 金 7,933 9,156 短 期 借 入 金 300 340 
商 品 及 び 製 品 2,708 2,758 １年内償還予定の社債 300 300 
仕 掛 品 48 41 １年内返済予定の長期借入金 2,869 2,938 
原材料及び貯蔵品 191 223 リ ー ス 債 務 71 78 
前 払 費 用 40 87 未 払 金 21 40 
未 収 入 金 32 100 未 払 法 人 税 等 460 484 
繰 延 税 金 資 産 437 460 未 払 消 費 税 等 52 125 
そ の 他 46 35 未 払 費 用 1,941 2,008 
貸 倒 引 当 金 ― △     1 預 り 金 62 64 

固 定 資 産 14,024 14,766 返品調整引当金 3 4 
有 形 固 定 資 産 6,603 6,762 販売促進引当金 305 346 
建 物 1,111 1,219 設備関係支払手形 6 50 
構 築 物 10 9 そ の 他 4 4 
機 械 及 び 装 置 21 15 固 定 負 債 9,434 9,182 
車 両 運 搬 具 0 0 社 債 550 250 
工具、器具及び備品 108 142 長 期 借 入 金 6,636 6,571 
土 地 5,194 5,193 リ ー ス 債 務 137 141 
リ ー ス 資 産 156 181 退職給付引当金 463 537 
無 形 固 定 資 産 64 46 役員退職慰労引当金 244 279 
ソ フ ト ウ エ ア 4 ― 受入敷金保証金 9 9 
リ ー ス 資 産 41 28 再評価に係る繰延税金負債 1,391 1,391 

電 話 加 入 権 17 17 負 債 合 計 21,571 20,998 

投資その他の資産 7,356 7,957 純 資 産 の 部  
投 資 有 価 証 券 870 1,566 株 主 資 本 6,645 7,434 
関 係 会 社 株 式 4,948 4,948 資 本 金 4,304 4,304 
長 期 貸 付 金 0 0 資 本 剰 余 金 1,297 1,297 
従業員に対する長期貸付金 7 6 その他資本剰余金 1,297 1,297 
関係会社長期貸付金 168 168 利 益 剰 余 金 1,452 2,244 
破産更生債権等 3 ― 利 益 準 備 金 54 75 
長 期 前 払 費 用 8 8 その他利益剰余金 1,397 2,169 
敷金及び保証金 103 105 繰越利益剰余金 1,397 2,169 
繰 延 税 金 資 産 216 202 自 己 株 式 △   408 △   412 
長 期 預 金 800 700 評価・換算差額等 2,250 2,746 
そ の 他 294 311 その他有価証券評価差額金 20 287 
貸 倒 引 当 金 △    64 △    60 土地再評価差額金 2,230 2,458 

繰 延 資 産 14 8 新 株 予 約 権 7 9 

社 債 発 行 費 14 8 純 資 産 合 計 8,904 10,189 

資 産 合 計 30,475 31,188 負債純資産合計 30,475 31,188 
 



〆≠●0 
02_0609001142506.docx 
日本ケミファ㈱様 報告書 2013/05/22 11:21:00印刷 17/25 
 

― 42 ― 

損 益 計 算 書 
 

（単位：百万円） 
 

科       目 

(ご参考) 
前  期 

自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

当  期 
自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日 

売 上 高 26,102 27,986 

売 上 原 価 12,807 13,821 

売 上 総 利 益 13,295 14,164 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,611 12,032 

営 業 利 益 1,684 2,132 

営 業 外 収 益  

受 取 利 息 5 3 

受 取 配 当 金 27 25 

固 定 資 産 賃 貸 料 105 106 

補 助 金 収 入 34 17 

保 険 配 当 金 12 11 

そ の 他 15 17 

営 業 外 収 益 合 計 201 182 

営 業 外 費 用  

支 払 利 息 187 163 

手 形 売 却 損 11 10 

支 払 手 数 料 26 50 

そ の 他 49 36 

営 業 外 費 用 合 計 275 260 

経 常 利 益 1,609 2,054 

特 別 損 失  

減 損 損 失 ― 95 

固 定 資 産 除 却 損 26 ― 

関 係 会 社 株 式 評 価 損 11 ― 

そ の 他 の 投 資 評 価 損 8 ― 

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 22 ― 

特 別 損 失 合 計 68 95 

税 引 前 当 期 純 利 益 1,541 1,959 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 697 804 

法 人 税 等 調 整 額 35 △    72 

法 人 税 等 合 計 732 732 

当 期 純 利 益 809 1,227 
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株主資本等変動計算書 
 

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日) 

 
（単位：百万円） 

 

 

株 主 資 本 

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金 

自己株式
株主資本 
合 計 そ の 他

資本剰余金
利益準備金

そ の 他
利益剰余金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 4,304 1,297 54 1,397 △ 408 6,645 

当 期 変 動 額  

剰 余 金 の 配 当 ― ― 20 △ 227 ― △ 207 

当 期 純 利 益 ― ― ― 1,227 ― 1,227 

自己株式の取得 ― ― ― ― △   4 △   4 

自己株式の処分 ― 0 ― ― 0 1 

土地再評価差額金の取崩 ― ― ― △ 227 ― △ 227 

株主資本以外の項目の 
当期変動額(純額) 

― ― ― ― ― ― 

当 期 変 動 額 合 計 ― 0 20 771 △   4 788 

当 期 末 残 高 4,304 1,297 75 2,169 △ 412 7,434 

 
（単位：百万円） 

 

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 
新 株 
予 約 権 

純 資 産 
合 計 その他有価証券

評 価 差 額 金
土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 20 2,230 2,250 7 8,904 

当 期 変 動 額  

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― △ 207 

当 期 純 利 益 ― ― ― ― 1,227 

自己株式の取得 ― ― ― ― △   4 

自己株式の処分 ― ― ― ― 1 

土地再評価差額金の取崩 ― 227 227 ― ― 

株主資本以外の項目の 
当期変動額(純額) 

267 ― 267 1 269 

当 期 変 動 額 合 計 267 227 495 1 1,285 

当 期 末 残 高 287 2,458 2,746 9 10,189 
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個 別 注 記 表 

 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

1. 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式及び関連会社株式 

     移動平均法による原価法 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定） 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

 (2) たな卸資産 

    先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

2. 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。 

   (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より平成24年４月１日以降

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

    定額法によっております。 

 (3) リース資産 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており

ます。 

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。 

3. 繰延資産の処理方法 

   社債発行費 

社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。 
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4. 引当金の計上基準 

(1) 貸 倒 引 当 金： 事業年度末の債権に対する貸倒損失に備えるため、一般
債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。 

(2) 退職給付引当金 ： 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年
度末において発生していると認められる額を計上してお
ります。 
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌
事業年度より費用処理しております。 
過去勤務債務については、各事業年度の発生時における
従業員の平均残存務期間以内の一定の年数（11年）によ
る定額法により按分した額を発生の事業年度より費用処
理しております。 

(3) 役員退職慰労引当金： 役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規による支払
見込相当額を計上しております。 

(4) 返品調整引当金 ： 返品による損失に備えるため、法人税法に定める限度相
当額を計上しております。 

(5) 販売促進引当金 ： 販売した製品・商品に対する将来の販売促進費の支出に
備えるため、直近の実績を基礎にして計上しておりま
す。 

5. ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、特

例処理によっております。 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･････金利スワップ 

ヘッジ対象･･････借入金の利息 

 (3) ヘッジ方針 

金利の変動によるリスクを回避する目的で金利スワップ取引を行ってお

りますが、投機的な取引は行っておりません。 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、有

効性の判定を省略しております。 

6. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

   消費税等の会計処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 
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(貸借対照表に関する注記） 
 
  1．有形固定資産の減価償却累計額 

 5,086百万円
 
  2．受取手形割引高 

 688百万円
 
  3．｢土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行い、再評価に係る繰延税金負債を負債の部に、

土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。なお、減損損失の計

上に伴い、土地再評価差額金を△227百万円取崩しております。 

再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額
△1,436百万円

 
(注) 上記の時価と再評価後の帳簿価額との差額のうち、賃貸等不動産に関す

るものについては、△225百万円含まれております。 
 
  4．関係会社に対する債権債務 

短 期 債 権 111百万円

長 期 債 権 168百万円

短 期 債 務 2,239百万円
 
  5．事業年度末日満期手形の処理 

事業年度末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたも

のとして処理しております。 

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日

満期手形が、連結会計年度末残高から除かれております。 

受 取 手 形 9百万円

支 払 手 形 1,028百万円

割 引 手 形 189百万円

設備関係支払手形

(流動負債その他)
5百万円

 
  6．売掛金 

貸借対照表に計上した売掛金には、信託受益権等を設定した上で現金化を

留保している2,997百万円が含まれております。 
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(損益計算書に関する注記） 
 
  1．関係会社との取引高 

売 上 高 148百万円

営 業 費 用 6,703百万円

営業取引以外の収益 102百万円
 
  2．減損損失 

当社は、事業用資産については事業別に資産のグルーピングを行い、また、

遊休資産については個別の物件ごとにグルーピングを行っております。 

研究施設における廃棄予定資産、今後の使用見込みがなくなった厚生施設

及び遊休資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に95百万円計上しております。減損損失の内訳は、建

物89百万円、構築物０百万円、機械装置４百万円、工具、器具及び備品０百

万円、土地０百万円であります。 

廃棄予定資産及び遊休資産（厚生施設）の回収可能価額は使用価値により

測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込めないため零としてお

ります。遊休資産（土地）の回収可能価額は不動産鑑定評価に基づく正味売

却価額により評価しております。 
 

用途 種類 
金額 

(百万円) 
場所 

廃棄予定資産 
(研究施設) 

建物、構築物、機械装置、工具、器
具及び備品 

73
埼玉県 
三郷市 

遊休資産 
（厚生施設） 

建物、構築物、工具、器具及び備品 21
埼玉県 
三郷市 

遊休資産 土地 0
千葉県 
安房郡 

 

(株主資本等変動計算書に関する注記） 

  当事業年度末における自己株式の数 

普 通 株 式 1,220,096株
 
(税効果会計に関する注記） 

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職慰労引当金、未払賞与の損金不算

入等であり繰延税金負債の発生の主な原因は、土地再評価に係る繰延税金負

債であります。 
 
(リースにより使用する固定資産に関する注記） 

貸借対照表に計上した固定資産のほか、コンピュータ等の一部については、

リース契約により使用しております。 
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(関連当事者との取引に関する注記） 

  子会社及び関連会社等 
 

種 類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事 業 の 内 容 
議決権等の所有 
(被所有)割合(％) 

子 会 社 
日本薬品工業 
株式会社 

東京都 
千代田区

160 医薬品の製造販売
(所有) 
直接   100.0 

子 会 社 
株式会社 
化合物 
安全性研究所 

北海道 
札幌市 

250
安全性試験の受託
等 

(所有) 
直接   100.0 

関連会社 
ジャパン 
ソファルシム 
株式会社 

東京都 
千代田区

10
医薬品の仕入・輸
入販売等 

(所有) 
直接     5.4 
(被所有) 
直接    16.8 

 
 

種 類 会社等の名称 
関 連 当 事 者
と の 関 係

取引の
内 容

取引金額
(百万円)

科 目
期末残高 
(百万円) 

子 会 社 
日本薬品工業 
株式会社 

製品製造委託先
商品仕入先 
役員の兼任 

製品の 
製造委託
及び 
商品の 
購入 

4,998
支払手形
及び 
買掛金 

1,621 

子 会 社 
株式会社 
化合物 
安全性研究所 

資金貸付先 
資金の 
貸付 

―
長期 
貸付金 

168 

関連会社 
ジャパン 
ソファルシム 
株式会社 

商品及び 
原材料仕入先
役員の兼任 

商品及び
原材料の
購入 

1,606
支払手形
及び 
買掛金 

616 

 
(注) 1. 取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

2. 仕入その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっ
ております。 

3. 資金の貸付については、市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しております。 

 

(１株当たり情報に関する注記） 

  １株当たり純資産額 

 245円94銭

  １株当たり当期純利益金額 

 29円64銭

 

損益計算書上の当期純利益 1,227百万円

普通株式に係る当期純利益 1,227百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式の期中平均株式数 41,398千株
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会計監査人監査報告書謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 

 
平成25年５月７日 

 
日本ケミファ株式会社 
 
 取締役会  御中 
 

有限責任監査法人トーマツ 

 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 矢 野 浩 一 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大 野 開 彦 ㊞

 
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本ケミファ株式会社の平

成24年４月１日から平成25年３月31日までの第81期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監
査を行った。 
 

計算書類等に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 

監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。 
 
監査意見 
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 

利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 
以 上 
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監査役会監査報告書謄本 
 

監 査 報 告 書 
  

 当監査役会は、平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第81期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。 
 
1． 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結
果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担

等に従い、取締役、社長室内部監査課その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集
及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役
及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、
重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査
いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要
なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取
締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必
要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。事業報告に記載されている会社法施
行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他
における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けるとともに、子会社へ赴き事業及び財産の状況を調査いたしま
した。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について
検討いたしました。 
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監

視及び検証するとともに、会計監査人からその職務執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を
受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算
書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属
明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。 

2．監査の結果 
 (1) 事業報告等の監査結果 

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。 

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事
実は認められません。 

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。 

四 事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針については、指摘すべき事
項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの
各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうもの
ではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます｡ 

 
 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 
 (3) 連結計算書類の監査結果 

 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 
 
平成25年５月17日 

日本ケミファ株式会社 
常勤監査役 森   治 樹 ㊞ 

 
社外監査役 高 橋   剛 ㊞ 

 
社外監査役 進 藤 直 滋 ㊞ 

以 上 
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株 主 メ モ 
 

1. 事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月31日まで 
 

2. 定 時 株 主 総 会 毎年６月下旬 
 

3. 基 準 日 定時株主総会における権利行使株主確定日は３月31日 
   その他必要あるときは、あらかじめ公告いたします。 

 
4. 単 元 株 式 数 1,000株 

 
5. 株 主 名 簿 管 理 人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

 三井住友信託銀行株式会社 
 

6. 郵 便 物 送 付 先
 

〒168-0063 
 
東京都杉並区和泉二丁目８番４号 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

電 話 0120-782-031（フリーダイヤル） 
 
   取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各支店で行っておりま

す。 
 

7. 公 告 方 法
 
   電子公告により公告 http://www.chemiphar.co.jp/ 
   ただし、やむをえない事由により電子公告を行うことが出来ない場合は、日

本経済新聞に掲載する方法により行います。 
 

8. 本 社 所 在 地
 

〒101-0032  東京都千代田区岩本町二丁目２番３号 

  電 話 03-3863-1211（代表） 

 
住所変更、単元未満株式の「買増・買取」等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。 
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口
座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 

 
未払配当金の支払いについて 
 株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 
 
｢配当金計算書」について 
配当金支払いの際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく
｢支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用
いただくことができます。 
なお、配当金領収書にて配当金をお受取りの株主様につきましても、配当支払いの都
度「配当金計算書」を同封させていただいております。 
 ※確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。 
 




